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①区議会事務局へ質問（2012年8月1日） ②区議会事務局からの回答（2012年8月16日） ③区議会事務局へ再質問（2012年8月17日） ④区議会事務局からの再回答（2012年9月3日）

会議録の
閲覧につ
いて

紫垣伸也　様
　区議会だより第１６１号（2012年7月22日発
行）についてのご質問にお答えいたします。
　なお、ご質問いただいている項目に会議にお
ける議員や区長等の発言についてのものが含
まれております。会議における発言は、会議録
に記載されている言葉がすべてとなっておりま
す。そのため区議会事務局が、会議録にある
言葉に独自に解釈や補足を加えて説明すると
いうことはできませんのでご了承ください。
　以下、区議会事務局でお答えできる部分につ
いて回答させていただきます。

この“会議録”について、区議会だより第161号
第2面に“8月中旬以降に、区議会事務局、各
図書館、区政資料室および公文書館で閲覧で
きます。”とありますが、
・閲覧できる時期が8月中旬以降だと具体的に
いつになったら閲覧可能となるのかわからない
ので、もう少し具体的に閲覧時期を提示できな
いでしょうか（例えば、「8月中旬から遅くとも●
●までには閲覧できるようにします。」など）？
もし出来ないのであればその理由を教えてくだ
さい。
・この“会議録”のネット公開はありますでしょう
か？ないならばその理由を教えてください。

　会議録の作成は間違いがあってはなりません
ので、慎重に行う必要がございます。そのため
に、文字の校正などに時間が必要となっておりま
す。なるべく早く皆様の閲覧に供したいと考えて
おりますが、あらかじめ公開する期日を「何日ま
でには」と設定することは困難でございますので、
ご了承ください。
　　ネット上では、板橋区議会ホームページの「会
議録検索システム（外部リンク）」から入っていた
だくと会議録をご覧になることができます。ただ
し、ホームページの会議録は、発言内容のみと
なっておりますので会議で使われた資料や議案
書は掲載しておりません。資料や議案書を見た
い場合には、図書館、区政資料室、公文書館に
備えてある冊子になった板橋区議会の会議録を
ご覧ください。

区民税は、平成２６年度から平成３５年度の
間、区民税均等割の額を３，０００円から３，５０
０円に引き上げます。

“区民税均等割の額を３，０００円から３，５００
円に引き上げます。”について、このことが書
かれている条例の原案はどのようにしたら閲
覧できますか？

たばこ税は、たばこ１，０００本あたりの区たば
こ税を６４４円引上げます。ただし、都たばこ税
は６４４円引き下げられます。平成２５年４月１
日から実施です。

“たばこ１，０００本あたりの区たばこ税を６４４
円引上げます。都たばこ税は６４４円引き下げ
られます。”について、
・このことが書かれている条例の原案はどのよ
うにしたら閲覧できますか？
・区たばこ税を６４４円引き上げる前の元の金
額、および引き上げた後の金額はそれぞれい
くらになりますか？
・都たばこ税を６４４円引き下げる前の元の金
額、および引き下げた後の金額はそれぞれい
くらになりますか？
・区たばこ税を６４４円引き上げ、都たばこ税を
６４４円引き下げることによって、区民の負担は
増減しますか？するならばどれくらい増減する
か、そしてその理由を教えていただけますか？

第2面

３）「東京都板橋区特別区税条例の一部を
改正する条例」について。
・「区民税及びたばこ税の税率を引き上
げ」とあるが、それぞれどれだけ引き上げ
るのか？また、いつから引き上げられるの
か？
・「退職所得に係る特例」とは、具体的にど
ういった特例か？この特例を示す関連サイ
トなどあれば教えていただきたい。

「いたばし区議会だより第１６１号」（平成２４年７月２２日発行）の内容について、区議会事務局とのやりとり「いたばし区議会だより第１６１号」（平成２４年７月２２日発行）の内容について、区議会事務局とのやりとり「いたばし区議会だより第１６１号」（平成２４年７月２２日発行）の内容について、区議会事務局とのやりとり「いたばし区議会だより第１６１号」（平成２４年７月２２日発行）の内容について、区議会事務局とのやりとり

　①東京都板橋区特別区税条例の一部を改正す
る条例の原案について
　　　図書館などに備えてある冊子になった会議
録に掲載されます。
②引上げる前の区たばこ税の金額
　　　1,000本につき4,618円
③引下げる前の都たばこ税の金額
1,000本につき1,504円
④区民が負担するたばこ税の増減
　　　区民が負担する額に増減はありません。
⑤東京都主税局のホームページについて
「(8) 退職金にかかる住民税」の項目の※３の部
分（1割減額）が廃止される特例となります。】



東京都主税局のホームページに個人住民税に
関する説明がございます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.h
tml

いただいたサイトを閲覧しましたが、「退職所得
に係る特例」に関連する記述を見つけることが
できませんでした。いただいたサイトの具体的
にどのあたりにこの特例が掲載されているの
か教えていただけますか？

第3面

４）「東京都板橋区手数料条例の一部を改
正する条例」について。
「住民基本台帳リストの閲覧手数料額を改
定し、」とあるが、どのように改定するの
か？また、いつから改定されるのか？

答）閲覧手数料を１，５００円から２，５００円に
改定します。区長が規則で定める日から実施し
ます。

“区長が規則で定める日”とはいつか？

３　第３面について
　　平成２４年８月１日から改定が実施されており
ます。

７）「企画総務委員会」の＜主な審査内容
＞の５段落目にある、「表決の結果、賛成
多数で原案のとおり可決すべきものと決定
しました。」について、この「原案」とはどう
いったものか？

答）原案とは、委員会で審査された「東京都板
橋区特別区税条例の一部を改正する条例」の
文章のことです。「原案のとおり」と表現してい
るのは、委員会において議案の文章を修正す
ることなく原案のままで可決すべきものと決定
いたしましたので、そのように表現しています
（以下の８と９の質問においても同じです）

８）「区民環境委員会」の＜主な審査内容
＞の３段落目にある、「表決の結果、全会
一致で原案のとおり可決すべきものと決定
しました。」について、この「原案」とはどう
いったものか？

答）原案とは、委員会で審査された「東京都板
橋区手数料条例の一部を改正する条例」の文
章のことです。

９）「健康福祉委員会」の＜主な審査内容
＞の３段落目にある、「表決の結果、全会
一致で原案のとおり可決すべきものと決定
しました。」について、この「原案」とはどう
いったものか？

答）原案とは、委員会で審査された「東京都板
橋区専属の薬剤師を置かなければならない診
療所の基準する条例」の文章のことです。

上記“放射能検査で基準値を超えた食材が見
つかった場合には、”の“基準値”とは、どこが
定めた基準値なのでしょうか？またその“基準
値”の一覧のようなものは閲覧可能か？可能
であればどこで閲覧できますでしょうか（ネット
公開しているのでれば関連サイトを教えていた
だきたいです）？

上記“文教児童委員会資料”について、
・この資料のタイトルはなんでしょうか？
・どのようにしたらこの資料を閲覧できますで
しょうか？もしネット公開しているようでしたら関
連サイトを教えていただけますか？

第4面

　原案と回答いただいている、３つの文章〔上
記７）の“委員会で審査された「東京都板橋区
特別区税条例の一部を改正する条例」の文
章”、８）の“委員会で審査された「東京都板橋
区手数料条例の一部を改正する条例」の文
章”、９）“委員会で審査された「東京都板橋区
専属の薬剤師を置かなければならない診療所
の基準する条例」の文章”〕はどうやったら閲覧
できますでしょうか？

「文教児童委員会」の＜主な審査内容＞
の１段落目にある、「基準値を超えた場合
に区が行う対応についての報告。」につい
て、この「報告」の内容はどういったもの
か？

答）放射能検査で基準値を超えた食材が見つ
かった場合には、その食材と同品目・同産地の
食材の使用を直ちに中止し、検査結果を公表
し、国・都・関連部署と連携して適切な対応を行
うと報告されています。（文教児童委員会資料
から抜粋）

①原案の文章は、図書館などに備えている板橋
区議会の会議録で閲覧できます。
②タイトルは「平成２４年度における給食食材の
放射能検査及び対策について」です。板橋区
ホームページの「平成24年度における給食食材
の放射能検査及び対策について」
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/041
/041696.html
　　の本文と放射線物質検査結果に基準につい
ての説明があります。
③各委員会で使用された資料は、図書館などに
備えている板橋区議会の委員会会議録に添付さ
れており、閲覧することができます。】


